
茅ヶ崎市火災予防条例等施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３０日 

                           茅ヶ崎市長 佐 藤  光  

茅ヶ崎市規則第１７号 

茅ヶ崎市火災予防条例等施行規則の一部を改正する規則 

茅ヶ崎市火災予防条例等施行規則（平成４年茅ヶ崎市規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１４条第１項第１号中「第９号から第１１号まで」を「第１０号から第１２号まで

」に改め、同項第２号中「第６４条第８号」の次に「及び第９号」を加え、同項第３号

中「第６４条第１２号から第１６号まで」を「第６４条第１３号から第１７号まで」に

改め、同項第４号中「第６４条第１７号」を「第６４条第１８号」に改め、同項第５号

中「第６４条第１８号」を「第６４条第１９号」に改める。 

第７号様式中 

     

 所 在 地 電話番号          を 

     

 サウナ設備

の区分 
 □簡易サウナ設備 □一般サウナ設備 

 

に   

 所 在 地 電話番号          

     

改める。 

附 則 

この規則は、令和８年３月３１日から施行する。 
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「 

」

」


